
　※　空き家に関する市民・自治会等からの問い合わせ、通報内容に応じ、次の課かいに対応を依頼する。

衛生、雑草の繁茂等…環境保全課が対応　（環保） 固定資産税課税台帳記載の情報提供…資産税課に協力依頼
火災の発生の恐れ…消防本部予防課が対応　（予防） 所有者等が滞納している場合の情報提供…収納課に協力依頼
建物の劣化等…建築指導課が対応　（建指）

①現地調査
「空家等」の判定に必要な調査（敷地外）
初動判定・外観判定により総合的に判定
　　　　　　　　↓
　　　　　　　　↓
②所有者等調査（第10条） →→→ ＜所有者不明＞
　　　　　　　　↓ 　④へ
　　　　　　　　↓＜所有者判明＞
　　　　　　　　↓
③所有者への助言・情報提供 →→→ ＜是正された場合＞
　　　　　　　　↓ 台帳に記録のうえ経過観察（各課）
　　　　　　　　↓＜「空家等」に該当＞
　　　　　　　　↓
④「空家等」の判定 →→→ ＜「空家等」に該当せず＞
　　　　　　　　↓ 台帳に記録のうえ経過観察（各課）

　　　　　　　　↓
⑤現地調査（第９条）
適正管理、利活用の観点からの調査（敷地外）

90日 　　　　　　　　↓
程度 建指・環保・予防・都政 　　　　　　　　↓

連携して対応 ⑥所有者等調査（第10条）（再） →→→ ＜所有者不明＞
　　　　　　　　↓ 　⑧へ
　　　　　　　　↓＜所有者判明＞
　　　　　　　　↓
⑦助言・情報提供（第12条） →→→ ＜是正された場合＞
　　　　　　　　↓ 終了、台帳に記録（各課）
　　　　　　　　↓＜是正されなかった場合＞

　 　　　　　　　　↓「特定空家等」の指定を検討
　　　　　　　　↓

建指・環保・予防・都政 ⑧立入調査実施通知 →→→＜所有者明確に拒否＞ →→→⑨現地調査（敷地外）または過料（第16条2項）
都市政策課発意【連名】 　　　　　　　　↓ 経過観察（各課）

5日 　　　　　　　　↓＜所有者拒否せず＞
以上 　　　　　　　　↓

建指・環保・予防・都政 ⑨現地調査（立入り） 　
特定空家等判定基準の調査（敷地内外）
　　　　　　　　↓
　　　　　　　　↓

建指・環保・予防・都政 ⑩「特定空家等」一次判定 →→→ ＜「一次判定」に該当せず＞
事務局：都政 庁内会議 台帳に記録のうえ経過観察（各課）

　　　　　　　　↓＜「一次判定」に該当＞
　　　　　　　　↓

建指・環保・予防・都政 ⑪「特定空家等」二次判定 →→→ ＜「二次判定」に該当せず＞終了、台帳に記録（各課）
事務局：都政 庁内会議 経過観察

　　　　　　　　↓＜「二次判定」に該当＞
　　　　　　　　↓ 略式代執行の検討　　↓

事務局：都政 　　　　　　　　↓←←←←←←←←空家等対策推進協議会意見　⑪ 空家等対策推進協議会の意見を聞いたうえで
　　　　　　　　↓ 方針決定

　 ⑫「特定空家等」判定 →→→ ＜所有者不明＞
事務局：都政 庁内会議 相当の期限を定めて公告したうえで略式代執行可

　　　　　　　　↓
　　　　　　　　↓

建指・環保・予防・都政 ⑬パトロール →→→ 定期的に実施し、適宜必要な措置を講じる（各課） ・関係者への説明
　　　　　　　　↓ 　　　↓
　　　　　　　　↓ 　　　↓

建指・環保・予防・都政 ⑭助言・指導（第14条第1項） →→→ ＜是正された場合＞終了、台帳に記録（各課） ・解体費の予算措置
都市政策課発意【連名】 　　　　　　　　↓ ・解体設計、工事発注方法の検討

　　　　　　　　↓＜是正されなかった場合「勧告」を検討＞ 　　　↓
　　　　　　　　↓←←←←←←←←原則として空家等対策推進協議会意見⑭ 　　　↓
　　　　　　　　↓ 　　　↓

建指・環保・予防・都政 ⑮勧告（第14条第2項） →→→ 資産税課へ通知（固定資産税住宅特例控除の解除） 　　　↓
都市政策課発意【連名】 　　　　　　　　↓ ＜是正された場合＞終了、台帳に記録（各課） ・解体設計の実施

60日 　　　　　　　　↓＜60日以内に是正されなかった場合「命令」を検討＞ 　　　↓
以上 　　　　　　　　↓←←←←←←←←原則として空家等対策推進協議会意見⑮ ・関係者への説明 　　　↓

　　　　　　　　↓ 　 　　　↓ ・解体工事の発注、契約
建指・環保・予防・都政 ⑯命令（第14条第3項） →→→ ＜是正された場合＞終了、台帳に記録（各課） 　　　↓ 　　　↓
都市政策課発意【連名】 　　　　　　　　↓ 　　行政代執行の検討　　↑ ・解体費の予算措置 　　　↓

　　　　　　　　↓←←←←←←←←原則として空家等対策推進協議会意見⑯ 空家等対策推進協議会の意見を聞いたうえで ・解体設計、工事発注方法の検討 　　　↓
　　　　　　　　↓ 方針決定 　　　↓ 　　　↓

60日 　　　↓ 　　　↓
以上 　　　　　　　　↓ 　　　↓ 　　　↓

　　　　　　　　↓＜60日以内に是正されなかった場合「代執行」を検討＞ 　　　↓ 　　　↓
　　　　　　　　↓←←←←←←←←原則として空家等対策推進協議会意見⑯ ・解体設計の実施 　　　↓
　　　　　　　　↓ 　　　↓ 　　　↓

建指・環保・予防・都政 ⑰戒告（第14条第9項） →→→ ＜是正された場合＞終了、台帳に記録（各課） 　　　↓ 　　　↓
都市政策課発意【連名】 　　　　　　　　↓ ・解体工事の発注、契約 　　　↓

60日 　　　　　　　　↓ 　　　↓ 　　　↓
以上 　　　　　　　　↓ 　　　↓ 　　　↓

建指・環保・予防・都政 ⑱行政代執行（第14条第9項） →→→ 終了、台帳に記録（各課） ・解体工事（代執行）の実施 ・解体工事（代執行）の実施
都市政策課発意【連名】 　　　↓ 　　　↓

・代執行に要した費用の確定 ・代執行に要した費用の確定
・納付命令 相続財産管理人選任の申し立て
・督促 　　　（民法第952条第1項）
・財産調査 相続財産管理人選任及び公告
・差押の実行 　　　（民法第952条第1・2項）
・差押不動産の鑑定評価 権限外行為の許可
・差押不動産の公売 相続人の捜索（民法第958条）
・売却決定、配当 　　相続人が見つからない場合残余を国庫に帰属

　　　　　　　

→　都市政策課　（都政）　及び関係団体にて対応・台帳管理 　

　１　空き家の適正管理に関する相談

　２　空き家の発生予防、利活用等に関する相談

⑲略式代執行（法第14条第10項）
⑯-2代執行による建物除却に係る事務手続き

空き家対策に係る庁内連携フロー

          ↓　　　　　　＜「空家等」に該当＞　　以後空家等対策計画素案（図表１8）による対応

　

⑱行政代執行（法第14条第9項）
⑯-2代執行による建物除却に係る事務手続き

　　　　　　　　↓

意見の聴取期間 

5日以内を含む 

空家等対策計画素案５（１） 

「空家等」の適用の実務フロー 

各課で対応 

空家等対策計画素案５（２） 

「特定空家等」の適用の実務フロー 必要に応じて法第１２条に基づく助言を実施する。 

都市政策課においては利活用の観点から所有者に意

向確認を行う 

資料３ 


